
対象者・対象経費など

認可保育所、認定こども園(２・３号認定)等を利用する全ての子ども
たちの利用者負担額(保育料)が無償化されます。

無償化にあたり、保護者の方の手続き等は不要です。

延長保育料、行事費、給食の材料にかかる費用（食材料費）などの実費負担額は、

これまでどおり保護者の負担になります。 

対象となる施設・事業

認可保育所、認定こども園（2・3号認定）、地域型保育事業所
（※）地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育（認可）を指します。

認可保育所・認定こども園(2・３号認定)などを

利用する子どもたちの保育料が無償化されます。

令和７年９月１日から

認可保育所、認定こども園(2・3号認定)等に関する無償化の内容

POINT
１

POINT
２

認可保育所保護者用

無償化後の食材料費（副食費）の取扱いについて

⚫ 今般、０～２歳児食材料費と保育料は無償化されますが、３～５歳児の食材料費
（副食費）分については引き続き保護者の皆様にご負担いただくことになります。

⚫ 今後も、各保育所等に直接お支払いただくことになります。ご理解・ご協力のほど
お願いいたします。

【問い合わせ先 】 国分寺市 子ども家庭部 電話   ０４２－３２５－０１１１（代表）内線２７０１，２７０２
   保育幼稚園課入園相談係       ０４２－３１２－８６４８（直通）
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